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第１章 組織・運営

１ 組織と予算

鳥取県労働委員会は、労働組合法第１９条の１２及び地方自治法第１８０条の５第２項の

規定に基づいて設置されている行政委員会であり、県下における不当労働行為の判定、労働

争議の調整等を行っている。

判定業務は労働組合の資格審査、不当労働行為の審査、地方公営企業等における非組合員

の範囲についての認定・告示等があり、申請又は申立てにより手続が開始されることとなる

が、この判定業務は公益委員のみの権限とされている。

労働争議の調整は、あっせん、調停及び仲裁の区分があり、使用者及び労働組合等の双方

若しくは一方からの申請又は委員会の職権により、調整を開始することとされている。

また、平成１４年４月から、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例に規定す

るあっせんについて、知事の委任を受けてその事務を行っており、平成１７年４月１日から

は、同条例に定める知事の労働相談等に関する事務を労働委員会事務局職員が補助執行して

いる。

さらに、公益事業における争議行為の予告通知の受理、労働協約の拡張適用の決議等も行

っている。

（１）委員会

労働組合法上の労働委員会は、公益、労働者及び使用者の各側を代表する委員それぞれ各

同数をもって組織する、いわゆる三者構成とされており、当労働委員会の場合、各側５名、

計１５名で構成されている。

労働者委員は労働組合の推薦、使用者委員は使用者団体の推薦に基づき、又、公益委員は

労使委員の同意を得て知事が任命し、その任期は２年である。

当委員会の現任の委員は、平成２５年５月１３日に任命された第４４期の委員であり、名

簿は資料１（６５頁）のとおりである。

（２）あっせん員候補者

あっせん員候補者は、労働関係調整法第１０条及び第１１条の規定に基づき、労働委員会

が労働争議のあっせんに当たらせるために、学識経験を有する者を委嘱することとされてい

る。

当委員会におけるあっせん員候補者は、内規により委員の任期と同じ任期と定めて、資料

２（６６頁）に掲げるとおり委員及び外部の学識経験者等により構成し、労働委員会規則第

６８条第１項の規定に基づき平成２５年６月４日付けで鳥取県公報に公示している。

労働関係調整法の規定に基づくあっせんは、原則として、このあっせん員候補者名簿に記

載されている者の中から、会長が指名するあっせん員が行うこととなる。
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（３）個別労働関係紛争あっせん員候補者

個別労働関係紛争あっせん員候補者は、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条

例第５条の規定に基づき、労働関係調整法第１０条に規定する名簿に記載されている者を委

嘱することとされている。したがって、個別労働関係紛争あっせん員候補者は、上記（２）

で示したあっせん員候補者名簿のとおりである。

鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の規定に基づくあっせんは、このあっ

せん員候補者名簿に記載されている者の中から、会長が指名するあっせん員が行うこととな

る。

（４）事務局

労働委員会には、労働組合法第１９条の１２第６項の規定により準用される同法第１９条

の１１第１項の規定に基づき、その事務を整理するため事務局が置かれ、会長の同意を得て、

知事が任命する事務局長その他必要な職員を置くこととされている。

事務局の組織については、労働組合法施行令第２５条の規定により、会長の同意を得て、

知事が鳥取県労働委員会事務局組織規則を定めている。

職員数は、鳥取県職員定数条例により９名と定められているが、現行の組織は次のとおり

である。

〔審査調整課〕

総務・調整担当主幹(１) 副主幹 (１)

事務局長 事務局次長 審査調整課長 （個別労使紛争解決促進担当本務） (個別労使紛争解決促進担当本務）

（事務局次長兼務） 主 事 (３)

(個別労使紛争解決促進担当本務2名）

審 査 担 当 主 幹(１) 主 事 (１)

個別労使紛争解決促進担当主幹(２) 副主幹 (１)

（ 審 査 担 当 本 務 1 名 ）

主 事 (４)

(総務・調整担当本務1名）

( 審 査 担 当 本 務 1 名 ）

（５）個別労使紛争解決支援センター（労使ネットとっとり）

鳥取県労働委員会が実施する個別労働関係紛争の相談及びあっせんについて、県民の視点

に立ち、分かりやすく利用しやすい組織体制とするため、平成２１年４月１日から労働委員

会内に「個別労使紛争解決支援センター」を設置している。設置要綱は資料８（８７頁）の

とおりである。

なお、より親しみやすく覚えやすいものとしてより一層の利用促進を図るため、「個別労

使紛争解決支援センター」の愛称及びロゴマークを公募し、次のとおり決定している。
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労使ネットとっとり ロゴマーク

（労使ネットの趣旨）

労使間に話合いのためにネット（網）をはり、紛争解決を支援します。

（ロゴマークの趣旨）

楕円の輪は、労働者と事業主とのトラブルの間に立ち会うあっせん員を表現しています。

公労使の三者構成の重なりにより、紛争が円満に解決し、和（ハートの輪）が生まれる様子

をイメージしています。
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（６）委員会の予算

平成２５年度の当初予算は次のとおりである。

（単位：千円）

科 目 委員会費 事務局費 合 計

予 算 額 ３６，６５４ ５８，１５４ ９４，８０８

２ 運営の概要

労働委員会の職務は、労働組合法、労働関係調整法及び地方公営企業等労働関係法に定め

られるものの外、労働委員会規則の定めにより執行されるが、その概要は次のとおりである。

なお、当労働委員会においては、平成１４年度から鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進

に関する条例に基づくあっせん事務を処理しており、平成１７年度からは事務局職員による

個別労働関係に関する労働相談も実施している。

（１）労働委員会の会務は、会長が総理する。会長が職務を行うことができないときは、会長

代理がその職務を代行する。

（２）労働委員会の会議は、労働組合法第２１条及び労働委員会規則第２章の規定により、総

会、公益委員会議、調停委員会、仲裁委員会及び小委員会が予定されている。

当労働委員会においては、委員の全員で行う総会は原則として月２回、第２・第４の水曜

日に開催し、労働委員会規則第５条に規定する事項を付議しており、公益委員のみによる公

益委員会議は、不当労働行為、労働組合の資格審査等の労働委員会規則第９条に規定する付

議事項を審議している。

（３）労働組合の資格審査は、労働組合が労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に適合す

るかどうかについて、労働委員会規則第４章の規定により会長が指揮して行う。ただし、

会長は、公益委員全員による審査にかえて公益委員の中から１人又は数人の委員を選任し

て、審査を担当させることができる。この場合、審査委員が１人のときは審査委員が、数

人の審査委員が選任されたときは審査委員長が指揮して行う。

（４）労働委員会は、使用者が労働組合法第７条の規定に違反して、不当労働行為を行った旨

の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、その申立て

が理由があるかどうかについて審問を行う。

不当労働行為の審査（調査及び審問のすべての手続をいう。）は、労働組合法第２７条、

第２４条の２及び労働委員会規則第５章の規定により、会長が指揮して行い、又、会長は、

公益委員の中から１人又は数人の委員を選任して、審査を担当させることができる。この

場合、審査委員が１人のときは審査委員が、数人の審査委員が選任されたときは審査委員

長が、指揮して行う。
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審問開始前に審査の計画を定め、証拠調べを行い、命令を発するのに熟したときは事実

の認定を行い、この認定に基づいて、申立人の請求にかかる救済の全部若しくは一部の認

容又は申立ての棄却の命令を発する。

（５）労働委員会の命令の交付を受けた労働組合若しくは労働者又は使用者は、命令の交付の

日から１５日以内に中央労働委員会に再審査の申立てができる。使用者については、中央

労働委員会に再審査の申立てをしないときは、当該命令の交付の日から３０日以内に、労

働組合又は労働者については、労働委員会の処分のあったことを知った日から６か月以内

に、取消しの訴えを裁判所に提起することができることとされている。

（６）労働争議のあっせん、調停及び仲裁は、労働組合法第２０条及び労働関係調整法第２章

から第４章並びに労働委員会規則第７章の規定により、あっせんにあっては、あっせん員

候補者の中から会長が指名したあっせん員により、調停にあっては、公、労、使各側を代

表する調停委員により構成される調停委員会により、仲裁にあっては、公益委員のうちか

ら関係当事者が合意により選定した者につき会長が指名した仲裁委員３人からなる仲裁委

員会によって、それぞれ行われる。

（７）労働争議の実情調査は、労働争議が発生したとき、会長が必要に応じ、委員、事務局長

又は事務局職員に行わせ、又はあっせん員候補者に調査を依頼することができる。公益事

業に係る労働争議の場合は、会長は速やかにこの調査をさせ又は依頼しなければならない。

（８）地方公営企業等労働関係法第５条第２項の規定による地方公営企業等従事職員のうち、

労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲は、労働委員会がその認定及び告示を行うこ

ととされているが、平成２５年に取扱ったものはなかった。

（９）個別労働関係紛争のあっせんは、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第

４条から第１０条の規定により、個別労働関係紛争あっせん員候補者の中から会長が指名

した個別労働関係紛争あっせん員により行われる。

（10）個別労働関係紛争に関する労働相談は、鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する

条例第３条の規定により行われる。
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３ 労働委員会業務記録

月 日 曜 諸 会 議 等 日 曜 事 件 関 係

4 金 仕事始め 8 火 24年（個）第35号事件第１回あっせん
１ 9 水 第１１２１回定例総会 11 金 24年（個）第32号事件第１回あっせん

定期労働相談会 24年（個）第33号事件第１回あっせん
23 水 第１１２２回定例総会 24年（個）第34号事件第１回あっせん

17 木 25年（個）第１号事件受付
18 金 24年（個）第33号事件第２回あっせん

24年（個）第34号事件第２回あっせん
25年（個）第１号事件終結（取下げ）

20 日 24年（調）第３号事件第２回あっせん
28 月 25年（調）第１号事件受付
29 火 24年（個）第35号事件第２回あっせん

（打切り）
30 水 24年（個）第32号事件第２回あっせん

24年（個）第33号事件第３回あっせん
24年（個）第34号事件第３回あっせん

7 木 中国地区労働委員会会長連絡会議 5 火 25年（個）第２号事件受付
２ （広島県） 6 水 24年（個）第32号事件終結（解決）

中国地区労働委員会事務局長連絡会議 7 木 24年（個）第33号事件終結（打切り）
（広島県） 24年（個）第34号事件終結（打切り）

13 水 第１１２３回定例総会 25年（個）第３号事件受付
第６２７回公益委員会議 17 日 24年（調）第３号事件第３回あっせん
定期労働相談会 （解決）

27 水 第１１２４回定例総会

10 日 日曜労働相談所（東・中・西部） 7 木 25年（個）第４号事件第１回あっせん
３ 13 水 第１１２５回定例総会 13 水 25年（個）第２号事件終結（打切り）

労働契約法等研修会 19 火 25年（個）第３号事件終結（取下げ）
14 木 島根県労働委員会事務局来県調査 25 月 25年（個）第１号事件第２回あっせん

広島県労働委員会事務局来県調査 29 金 25年（個）第４号事件受付
19 火 第４期労働委員会活性化のための検討

委員会（第１回）
27 水 第１１２６回定例総会）

10 水 第１１２７回定例総会 8 月 25年（個）第４号事件終結（取下げ）
４ 定期労働相談会 10 水 25年（個）第５号事件受付

24 水 第１１２８回定例総会 16 火 25年（調）第１号事件第３回あっせん
19 金 25年（個）第６号事件受付
24 水 25年（個）第５号事件終結（打切り）
30 火 25年（調）第１号事件第４回あっせん

8 水 第１１２９回定例総会 10 金 25年（個）第６号事件第１回あっせん
５ 中国地区労働委員会連絡協議会定例総 （解決）

会（鳥取県） 27 月 25年（個）第７号事件受付
中国地区労働委員会事務局長連絡会議 30 木 25年（個）第８号事件受付
（鳥取県） 25年（個）第９号事件受付
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月 日 曜 諸 会 議 等 日 曜 事 件 関 係

13 月 第１１３０回臨時総会
５ 第１１３１回臨時総会

22 水 第１１３２回定例総会
労働紛争処理制度等研修会

30 木 第４期労働委員会活性化のための検討
委員会（第２回）

9 日 一斉街頭ＰＲ活動（東・中・西部） 6 木 25年（個）第10号事件受付
６ 10 月 12時間電話労働相談週間（～14日） 14 金 25年（個）第10号事件終結（取下げ）

12 水 第１１３３回定例総会 17 月 25年（個）第７号事件終結（取下げ）
定期労働相談会 20 木 25年（個）第９号事件第１回あっせん

13 木 全国労働委員会事務局長連絡会議（鹿 23 日 25年（個）第11号事件受付
児島県） 25 火 25年（個）第９号事件終結（打切り）

14 金 全国労働委員会会長連絡会議（鹿児島
県）

18 火 第４期労働委員会活性化のための検討
委員会（第３回）

23 日 日曜労働相談会（東・中・西部）
26 水 第１１３４回定例総会

9 火 中国・四国地区労働委員会会長連絡会 3 水 25年（個）第８号事件第１回あっせん
７ 議（鳥取県） （解決）

10 水 第１１３５回定例総会 5 金 25年（調）第１号事件終結（解決）
24 水 第１１３６回定例総会 19 金 25年（個）第12号事件受付

あっせん員候補者連絡協議会
あっせん員候補者等特別研修会

1 木 中国地区労働委員会事務局審査主管課 12 月 25年（個）第12号事件終結（関与解決）
８ 長会議（島根県：～2日） 19 月 25年（個）第13号事件受付

7 水 第１１３７回定例総会 22 木 25年（個）第14号事件受付
定期労働相談会 28 水 25年（個）第13号事件第１回あっせん

28 水 第１１３８回定例総会 （解決）
29 金 中国地区労働委員会事務局調整主管課

長会議（広島県：～30日）

5 木 公労使新任委員合同研修（～6日） 9 月 25年（個）第14号事件第１回あっせん
９ 11 水 第１１３９回定例総会 （解決）

定期労働相談会 17 火 25年（個）第11号事件終結（打切り）
25 水 第１１４０回定例総会

6 日 一斉街頭ＰＲ活動（東・中・西部） 7 月 25年（個）第15号事件受付
10 9 水 第１１４１回定例総会 22 火 25年（個）第16号事件受付

10 木 業務運営状況調査（熊本県：～11日） 28 月 25年（個）第17号事件受付
23 水 第１１４２回定例総会 25年（個）第18号事件受付

労働紛争予防セミナー 30 水 25年（個）第15号事件第１回あっせん
24 木 中央労働委員会事務局来県調査 31 木 25年（個）第19号事件受付
27 日 日曜労働相談会（東・中・西部）

13 水 第１１４３回定例総会 5 火 25年（個）第16号事件第１回あっせん
11 定期労働相談会 12 火 25年（個）第15号事件第２回あっせん

14 木 全国労働委員会連絡協議会総会 （解決）
（東京都：～15日） 19 火 25年（個）第20号事件受付

21 木 25年（個）第18号事件終結（打切り）



- 8 -

月 日 曜 諸 会 議 等 日 曜 事 件 関 係

27 水 第１１４４回定例総会 22 金 25年（個）第16号事件第２回あっせん
11 企業視察研修（岩美町）

28 木 全国労働委員会事務局調整主管課長会
議（東京都）

29 金 全国労働委員会事務局審査主管課長会
議（東京都）

12 3 火 秋田県労働委員会来県調査 2 月 25年（個）第16号事件第３回あっせん
11 水 第１１４５回定例総会 （解決）

定期労働相談会 25年（個）第17号事件第１回あっせん
25 水 第１１４６回定例総会 5 木 25年（個）第19号事件終結（取下げ）
27 金 仕事納め 24 火 25年（個）第17号事件第２回あっせん

（解決）
25 水 25年（個）第21号事件受付
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４ 総会・会議

労働委員会が開催する会議は、定例総会、公益委員会議等がある。

なお、このほかに労働委員会相互の間を密にし、その事務の処理につき必要な統一と調整

を図るための全国的、地域的な連絡協議会等がある。

（１）定例総会・臨時総会

労働委員会委員全員で行う会議で、労働委員会規則第５条第１項に規定する事項を審議

決定するほか、公益委員会議の決定事項の報告、不当労働行為救済申立事件審理の報告、

あっせん、調停、仲裁等に関する報告等委員会の活動を総合的に把握し、適切な運営を期

するために行われる。

平成２５年には定例総会が２４回、臨時総会が２回開催された。

回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

1121 1. 9 委員室 １ 第１１２０回定例総会（１２月２６日）議事録の承認について

回 ２ 平成２４年度中国地区労働委員会会長連絡会議の議題について

３ 労働争議調整事件について

４ 個別労働関係紛争あっせん事件について

５ 平成２４年取扱事件等の概要について（速報版）

６ その他

1122 1.23 委員室 １ 第１１２１回定例総会（１月９日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度全国労働委員会会長連絡会議の開催及び議題につ

いて

３ 平成２４年度中国地区労働委員会会長連絡会議の議題の発言要

旨（案）について

４ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の開催計画

案について

５ 労働契約法等研修会の開催について

６ 労働争議調整事件について

７ 個別労働関係紛争あっせん事件について

８ 争議行為予告通知及び実情調査について

９ 労働関係機関による県内一斉無料合同相談会の実施等について

10 その他

1123 2.13 委員室 １ 第１１２２回定例総会（１月２３日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度全国労働委員会会長連絡会議の議題について

３ 平成２４年度中国地区労働委員会会長連絡会議の概要について

４ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の開催通知

について

５ 第６２７回公益委員会議の概要について

６ 労働争議調整事件について

７ 個別労働関係紛争あっせん事件について

８ その他

1124 2.27 委員室 １ 第１１２３回定例総会（２月１３日）議事録の承認について

回 ２ 個別労働関係紛争のあっせんの手続きに関する実施要領の一部

改正等について

３ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会における議題（案）の



- 10 -

回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

提出（ブロック提案）について

４ 労働争議調整事件について

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ 鳥取県民参画基本条例の設定について

８ 労働契約法等研修会の実施について

９ その他

1125 3.13 委員室 １ 第１１２４回定例総会（２月２７日）議事録の承認について

回 ２ 個別労働関係紛争のあっせんの手続きに関する実施要領の一部

改正等について

３ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の開催につ

いて

４ 平成２５年度労使ネットとっとり広報・機能強化計画（案）に

ついて

５ 平成２５年度定例総会・諸会議開催計画（案）について

６ 第４期労働委員会活性化のための検討委員会（第１回）の開催

について

７ 労働争議あっせん事件について

８ 個別労働関係紛争あっせん事件について

９ 争議行為予告通知及び実情調査について

10 平成２５年度個別紛争処理制度共同ＰＲ事業の実施について

11 県内労働関係機関による合同労働相談会（３月１０日）の実施

概要について

12 その他

1126 3.27 委員室 １ 第１１２５回定例総会（３月１３日）議事録の承認について

回 ２ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の議題及び

日程について

３ 第５５回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議の開催につい

て

４ 第４期労働委員会活性化のための検討委員会（第１回）の概要

について

５ 労働争議調整事件について

６ 個別労働関係紛争あっせん事件について

７ 争議行為予告通知及び実情調査について

８ その他

1127 4.10 委員室 １ 第１１２６回定例総会（３月２７日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度全国労働委員会会長・事務局長連絡会議の運営要

領等について

３ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の運営等に

ついて
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回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

４ 労働委員会活性化に関する取組状況アンケート調査票について

５ 労働争議調整事件について

６ 個別労働関係紛争あっせん事件について

７ 争議行為予告通知及び実情調査について

８ 平成２４年度取扱事件等の概要について

９ 労働委員会規則の一部を改正する規則の施行について

10 その他

1128 4.24 委員室 １ 第１１２７回定例総会（４月１０日）議事録の承認について

回 ２ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の運営等に

ついて

３ 平成２５年度全国労働委員会会長連絡会議における発言者等の

依頼について

４ 平成２５年度全国労働委員会公益委員連絡会議の議題募集につ

いて

５ 労働委員会活性化に関する取組状況アンケート調査票について

６ 労働関係機関による山陰地区合同労働相談会等の開催要領

（案）について

７ 「鳥取県労働委員会あっせん員候補者に関する内規」（平成元

年５月１１日第６３５回定例総会決定）及び「鳥取県労働委員

会個別労働紛争あっせん員候補者に関する内規」（平成１４年

３月２８日第８７５回定例総会決定）の一部改正等について

８ 労働紛争処理（労働委員会）制度等研修会について

９ 労働争議調整事件について

10 個別労働関係紛争あっせん事件について

11 争議行為予告通知及び実情調査について

12 その他

1129 5. 8 ホテルモ １ 第１１２８回定例総会（４月２４日）議事録の承認について

回 ナーク鳥 ２ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会の運営等に

取 久松 ついて

の間 ３ 島根県との共同ＰＲ及び労働相談会の共同実施計画（６月分）

について

４ 労働争議調整事件について

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ その他

1130 5.13 特別会議 １ 会長及び会長代理の選任について

回 室

(臨時)
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回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

1131 5.13 特別会議 １ 鳥取県労働委員会幹事会幹事委員の選任について

回 室 ２ 鳥取県労働委員会情報公開調整委員会委員の選任について

(臨時) ３ 鳥取県労働委員会個人情報保護調整委員会委員の選任について

４ 鳥取県労働委員会あっせん員候補者及び個別労働関係紛争あっ

せん員候補者の委嘱について

５ 諸会議等開催計画等について

６ その他

1132 5.22 特別会議 １ 第１１２９回定例総会（５月８日）議事録の承認について

回 室 ２ 第１１３０回臨時総会（５月１３日）議事録の承認について

３ 第１１３１回臨時総会（５月１３日）議事録の承認について

４ 第５５回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議の議題につい

て

５ 平成２５年度全国労働委員会公益委員連絡会議の議題募集につ

いて

６ 定期労働相談会、日曜労働相談会、委員勉強会等の担当委員に

ついて

７ 労働争議調整事件について

８ 個別労働関係紛争あっせん事件について

９ 争議行為予告通知及び実情調査について

10 その他

1133 6.12 委員室 １ 第１１２９回定例総会（５月８日）議事録の承認について

回 ２ 第１１３０回臨時総会（５月１３日）議事録の承認について

３ 第１１３１回臨時総会（５月１３日）議事録の承認について

４ 第１１３２回定例総会（５月２２日）議事録の承認について

５ あっせん員候補者等特別研修（７／２４）の実施について

６ 第５５回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議の開催につい

て

７ 全国労働委員会会長連絡会議・議題の問題点・ポイントについ

て

８ 第４期労働委員会活性化のための検討委員会（第２回・５／３

０）の概要について

９ あっせん員候補者の氏名、閲歴等の告示について

10 労働争議調整事件について

11 個別労働関係紛争あっせん事件について

12 争議行為予告通知及び実情調査について

13 その他

1134 6.26 委員室 １ 第１１３３回定例総会（６月１２日）議事録の承認について

回 ２ 第５５回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議の開催につい

て

３ 全国労働委員会会長連絡会議の概要について

４ 第４期労働委員会活性化のための検討委員会（第３回・６／１

８）の概要について

５ 業務運営状況調査について
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回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

６ 島根県との共同ＰＲ及び労働相談会（６月分）等の実施状況に

ついて

７ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働関係調整法の

一部改正等について

８ 労働争議調整事件について

９ 個別労働関係紛争あっせん事件について

10 争議行為予告通知及び実情調査について

11 知事等の給与に関する有識者会議の開催について

12 その他

1135 7.10 委員室 １ 第１１３４回定例総会（６月２６日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度業務運営状況調査の実施計画について

３ 平成２５年度あっせん員候補者等特別研修会について

４ 労働争議調整事件について

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ その他

1136 7.24 委員室 １ 第１１３５回定例総会（７月１０日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度公労使合同研修会の開催及び研修受講者の募集に

ついて

３ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会について

４ 第１３９回中国地区労働委員会連絡協議会定例総会議事録につ

いて

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ 労使紛争予防セミナー（１０月２３日）について

８ 平成２５年度労働委員会企業視察研修について

９ その他

1137 8. 7 委員室 １ 第１１３６回定例総会（７月２４日）議事録の承認について

回 ２ 全国労働委員会連絡協議会第２回運営委員会における決定事項

等について

３ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会について

４ 労働委員会活性化のための検討委員会各報告書に基づく都道府

県労働委員会等の取組状況について

５ 第５５回中国・四国地区労働委員会会長連絡会議の概要につい

て

６ 個別労働関係紛争あっせん事件について

７ 平成２５年度労使関係セミナーへの協賛のお願い

８ その他
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回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

1138 8.28 委員室 １ 第１１３７回定例総会（８月７日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度個別労働紛争処理制度周知月間について

３ 業務運営状況調査について

４ 個別労働関係紛争あっせん事件について

５ その他

1139 9.11 委員室 １ 第１１３８回定例総会（８月２８日）議事録の承認について

回 ２ 個別労働関係紛争あっせん事件について

３ 平成２６年１月の定例総会について

４ 労働紛争予防セミナー（１０月２３日）について

５ 平成２５年度労働委員会企業視察研修について

６ 平成２５年度「労使関係セミナー」について

７ その他

1140 9.25 委員室 １ 第１１３９回定例総会（９月１１日）議事録の承認について

回 ２ 業務運営状況調査について

３ 個別労働関係紛争あっせん事件について

４ 平成２５年度個別労働関係紛争処理制度周知月間のＰＲ活動実

施計画について

５ その他

1141 10. 9 委員室 １ 第１１４０回定例総会（９月２５日）議事録の承認について

回 ２ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会について

３ 労働紛争予防セミナーについて

４ 平成２６年度当初予算要求方針について

５ 業務運営状況調査について

６ 個別労働関係紛争あっせん事件について

７ 平成２５年度上半期取扱事件等の概要について

８ 「労使紛争解決セミナー」（広島県労働委員会）について

９ その他

1142 10.23 委員室 １ 第１１４１回定例総会（１０月９日）議事録の承認について

回 ２ 労使ネットとっとり「労働紛争予防セミナー」について

３ 中央労働委員会事務局来県調査について

４ 個別労働関係紛争あっせん事件について

５ 争議行為予告通知及び実情調査について

６ その他

1143 11.13 委員室 １ 第１１４２回定例総会（１０月２３日）議事録の承認について

回 ２ 平成２５年度中国地区労働委員会会長連絡会議について

３ 平成２６年度中国地区労働委員会会長連絡会議について

４ 秋田県労働委員会（公使委員）来県調査対応について

５ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会について
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回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

６ 平成２５年度業務運営状況調査について

７ 平成２５年度個別労働紛争処理制度周知月間について

８ 平成２５年度労働委員会企業視察研修について

９ 平成２６年度当初予算要求について

10 個別労働関係紛争あっせん事件について

11 争議行為予告通知及び実情調査について

12 その他

1144 11.27 委員室 １ 第１１４３回定例総会（１１月１３日）議事録の承認について

回 ２ 個別労働関係紛争あっせん事件について

３ 争議行為予告通知及び実情調査について

４ 秋田県労働委員会（公使委員）来県調査表について

５ 平成２４年度決算に係る定期監査結果の概要について

６ 平成２５年版鳥取県労働委員会年報の掲載項目について

７ その他

1145 12.11 委員室 １ 第１１４４回定例総会（１１月２７日）議事録の承認について

回 ２ 第６９回全国労働委員会連絡協議会総会における議題（案）の

提出について

３ 第６８回全国労働委員会連絡協議会総会について

４ 全国労働委員会連絡協議会第１回運営委員会における決定事項

等について

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ 秋田県労働委員会（公使委員）来県調査について

８ その他

1146 12.25 委員室 １ 第１１４５回定例総会（１２月１１日）議事録の承認について

回 ２ 第６９回全国労働委員会連絡協議会総会における議題（案）の

提出について

３ 平成２５年度中国地区労働委員会会長連絡会議の議題について

４ 県内労働関係機関による合同労働相談会の開催要領（案）につ

いて

５ 個別労働関係紛争あっせん事件について

６ 争議行為予告通知及び実情調査について

７ その他
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（２）特別研修（平成２５年度あっせん員候補者連絡協議会）

平成１４年４月から「鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例」が施行され

たことにともない、県内関係諸機関との連絡会議を開催している。

月日 場 所 会 議 内 容 等

7.24 鳥取県庁講堂 （１） 関係機関との情報交換・意見交換

① 報告 「個別労働紛争解決制度の運用状況・離職理由に

よる失業給付について」 （鳥取労働局）

② 報告 「裁判所における個別労働紛争解決手続につい

て」 （鳥取地方裁判所）

③ 報告 「法テラスの概要・労働関係相談の現状等につい

て」 （法テラス鳥取）

④ 報告 「社労士労働紛争解決センター鳥取の概要及びセ

ンターの全国状況について」

（鳥取県社会保険労務士会）

⑤ 報告 「中小企業労働相談所設置事業の概要・平成２４

年度労働相談の概要について」

（鳥取県商工労働部雇用人材総室）

（中小企業労働相談所）

⑥ 報告 「労働委員会で行う労働関係紛争解決制度（相

談、あっせん等）の利用状況」

（鳥取県労働委員会事務局）

⑦ 報告 「労働事件訴訟及び労働審判の実情について」

（鳥取県弁護士会）

⑧ 意見交換

鳥取県庁講堂 （２） 講 演

⑨ 「労使ネットとっとり」特別講演

「非正規労働者の雇用保障と均等待遇」について

講師：関西大学法科大学院教授

川口 美貴 氏

⑩ 案内

「労働問題解決のための図書館利用について」

（鳥取県立図書館）

（３）公益委員会議

平成２５年に公益委員会議は１回開催された。

回数 月日 場 所 付 議 事 項 等

627回 2.13 審理監査室 １ 労働委員会委員改選に係る組合資格審査について

２ その他
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（４）連絡会議

平成２５年に開催された全国及び中国ブロック等の会議の概要は次のとおりである。

【委員連絡会議】

会議名 月日 場所 検 討 議 題 等 出席委員

中 国 地 区 2. 7 広島市中区 １ 労働委員会運営に係る委員間の合意 太 田 会 長

労 働 委 員 会 中島町 形成について 河本(元)代理

会長連絡会議 「広島国際 （岡山県労委）

会議場」 ２ 病気休暇中の組合員に対する証人尋

問について

（広島県労委）

３ 委員及び事務局職員の資質の維持・

向上を図る具体的方策の検討につい

て

（広島県労委）

第139回中国地 5. 8 鳥取市永楽 １ 事件の解決のための勧告について 太 田 会 長

区労働委員会 温泉町 （広島県労委） 河本(元)代理

連 絡 協 議 会 「ホテルモ ２ 三者委員による事件の解決のための 石 黒 委 員

定例総会 ナーク鳥 勧告の活用について 吉 谷 委 員

取」 （山口県労委） 濱 田 委 員

池 内 委 員

安養寺委員

五十嵐委員

奥 村 委 員

和 田 委 員

稲 井 委 員

江 尻 委 員

宮 城 委 員

全国労働委員 6.14 鹿児島市与 １ 派遣先企業等の労組法上の使用者性 太 田 会 長

会会長連絡会 次郎 について

議 「鹿児島サ （広島県労委）

ンロイヤル ２ 自由懇談

ホテル」
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会議名 月日 場所 検 討 議 題 等 出席委員

第55回中国・ 7. 9 鳥取市永楽 １ 審問を経ずに命令を発する手続きに 太 田 会 長

四国地区労働 温泉町 ついて 濱 田 代 理

委 員 会 会 長 「ホテルモ （徳島県労委） 石 黒 委 員

連絡会議 ナーク鳥 ２ 派遣先企業等の労組法上の使用者性 吉 谷 委 員

取」 について 三 谷 委 員

（広島県労委）

第68回全国労 11.14 東京都中野 １ 「地方公務員法第３条第３項第３号 太 田 会 長

働委員会連絡 ～15 区中野 の臨時・非常勤職員に対する「個別 三 谷 委 員

協議会総会 「中野サン 労働紛争のあっせん」の取扱いにつ 池 内 委 員

プラザ」 いて～経験と見解の交流～」 安養寺委員

（中部ブロック公労使） 江 尻 委 員

２ 「メンタルヘルス不調や精神疾患を 宮 城 委 員

抱えた当事者のあっせん事例につい

て～経験と見解の交流～」

（九州ブロック公労使）

※ 第２・第３議題については、太田

会長が議長を務めた

※ 第２議題については、宮城委員が

意見発表を行った。

３ 「労働委員会の活性化に向けた取組

事例発表～経験の交流～」

（中労委公労使）
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【事務局連絡会議】

会議名 月日 場所 検 討 議 題 等 出席者

中国地区労働 2. 7 広島市中区 １ ＬＧＷＡＮ掲示板の利用による情報 丸 局 長

委員会事務局 中島町 共有について 岸 本 主 事

長 連 絡 会 議 「広島国際 （鳥取県労委）

会議場」 ２ 中央労働委員会が開催する労使関係

セミナーの開催地について

（島根県労委）

３ 平成２４年度中国地区労働委員会会

長連絡会議の運営について

（広島県労委）

４ 平成２４年度中国地区労働委員会事

務局審査主管課長会議及び調整主管

課長会議開催計画（案）について

（島根県労委・広島県労委）

中国地区労働 5. 8 鳥取市永楽 １ 第１３９回中国地区労働委員会連絡 丸 局 長

委員会事務局 温泉町 協議会定例総会の運営等について 佐々木次長

長 連 絡 会 議 「ホテルモ （鳥取県労委） 岸 本 主 事

ナーク鳥

取」

全国労働委員 6.13 鹿児島市与 １ 審査概況等について 丸 局 長

会事務局長連 次郎 ２ 調整事件等の概況について 村 山 主 事

絡会議 「鹿児島サ ３ 平成２５年度公労使委員合同研修に

ンロイヤル ついて

ホテル」 ４ 第６８回全労委総会について

５ 次回の全労委会長・事務局長連絡会

議の開催地について

中国地区労働 8. 1 松江市殿町 １ 講演「審査事件における事務局職員 山 添 主 幹

委員会事務局 ～ 2 「島根県労 の心構え」 岸 本 主 事

審査主管課長 働委員会」 (竹本英雄 前鳥取県労働委員会事務局長) 橋 本 主 事

会議 ２ 救済命令の履行確認について 村 山 主 事

（広島県労委）

３ 事例研究
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会議名 月日 場所 検 討 議 題 等 出席者

中国地区労働 8.29 広島市中区 １ 講演「委員・職員の人材育成につい 西 尾 主 幹

委員会事務局 ～30 基町 て｣ -個別労働紛争事案等への対応- 岸 本 主 事

調整主管課長 「広島県労 （中労委事務局） 橋 本 主 事

会議 働委員会」 ２ 講演「労働審判手続きについて」‐

県労委あっせん手続きとの比較につ

いての私見‐

（広島県労委）

３ 個別労働関係紛争のあっせんにおけ

る被申請者へのあっせん応諾の説得

について

（山口県労委）

４ 事例研究

全国労働委員 11.28 東京都港区 １ 今後の活性化検討委員会の進め方に 西 尾 主 幹

会事務局調整 芝公園 ついて 山 添 主 幹

主管課長会議 「労働委員 ２ 都道府県労働委員会からの事例報告 岸 本 主 事

会会館」 橋 本 主 事

全国労働委員 11.29 東京都港区 １ 注目すべき最近の裁判例等について 山 添 主 幹

会事務局審査 芝公園 （中労委説明及び意見交換） 西 尾 主 幹

主管課長会議 「労働委員 ２ 労働委員会活性化のための都道府県 岸 本 主 事

会会館」 労委等の取組状況について 橋 本 主 事

（事例発表及び意見交換）
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第２章 不当労働行為の審査

１ 概 況

平成２５年中に係属した不当労働行為救済申立事件はなかった。近年の傾向及び特徴的な

事件については以下のとおり。

平成１７年１月施行の労働組合法改正以降係属した事件は、平成１８年に１件、平成２３

年に１件係属し、両事件ともに、関与和解により終結した。

平成１８年に係属した事件は、県内の農協関係団体のうちの７つの労働組合及び県農協中

央会が当事者である。

本件は、東伯町農協の再建・合併問題について、７労働組合が県全体の農協系統組織の雇

用問題に波及する深刻な事項であるとして、直接の雇用関係にない県農協中央会に対して団

体交渉の申入れを行ったところ、県農協中央会は団体交渉の当事者ではない等として交渉申

入れを拒否したことから、このことが労働組合法第７条第２号に定める不当労働行為にあた

るとして、７労働組合から救済申立てがなされたものである。

本件審査は、委員調査を４回、審問を３回行い、平成１８年９月、関与和解により終結し

た。なお、当県の審査目標期間は１０ヶ月（約３００日）に設定しているが、処理に要した

日数は１７０日であり、目標期間内での事件処理が行われた。

主な和解内容は、各労働組合と各農協等との間における団体交渉が円滑に行われるよう、

県農協中央会が農協等を指導するとともに必要に応じて労働組合に対し説明すること、など

である。

平成２３年に係属した事件は、鳥取県厚生事業団職員労働組合及び社会福祉法人鳥取県厚

生事業団が当事者である。

本件は、申立人が申し入れた要求に対する団体交渉（４つの事項）について、被申立人が

自己の主張に固執することなく、誠意を持って団体交渉に応じることを求めて、平成２３年

３月１５日に救済申立てがなされたものである。

本件審査は、委員調査を３回、審問を２回、和解期日を５回行い、平成２３年９月１４日、

関与和解により終結した。なお、処理に要した日数は１８４日であり、目標期間内での事件

処理が行われた。

主な和解内容は、当事者双方は、労働協約全般について見直し、改定に向けて精力的に団

体交渉を行い、平成２３年末を目途に精力的に団体交渉を行い、妥結成立を図ること。上記

期日までに当事者間で妥結成立しなかった場合は、労働協約第１１条の規程に基づき、鳥取

県労働委員会に調停を申請し、解決を図ることである。
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第３章 労働組合の資格審査

１ 概 況
平成２５年中に当委員会が取り扱った労働組合資格審査の件数は、新規係属が３件であり、

前年からの繰越しはなかった。
申請理由は、委員推薦のためのものであり、処理状況は労働組合法上の規定に適合するこ

とが決定された。

２ 労働組合資格審査一覧

（１）平成２５年労働組合資格審査一覧表

番 申 請 決 定
組 合 名 申請理由 処理状況

号 年月日 年月日

１ 私鉄中国地方労働組合日ノ丸自動車支部 委員推薦 25. 2. 1 25. 2.13 適 合

２ ＵＡゼンセングッドヒル労働組合 委員推薦 25. 2. 1 25. 2.13 適 合

３ 鳥 取 県 厚 生 事 業 団 職 員 労 働 組 合 委員推薦 25. 2. 1 25. 2.13 適 合

（２）平成１５年～平成２５年申請理由別一覧表

申 請 理 由 不当労働
委員推薦 行為救済 法人登記 総会決議 計 備 考

年 別 申 立

１５ 3 3 － － 6

１６ － 1 1 － 2 前年からの繰越１件含む

１７ 4 － － － 4

１８ 2 7 － － 9

１９ 3 － － － 3

２０ 1 － － － 1

２１ 3 － － － 3

２２ － － － － 0

２３ 3 1 － － 4

２４ － － 1 － 1

２５ 3 － － － 3

注） 前年からの繰越件数を含む件数である。
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（３）平成１５年～平成２５年処理区分別一覧表

処 理 区 分 次 年 へ
適 合 不 適 合 取 下 げ 打 切 り 計 備 考

年 別 繰 越

１５ 4 － 1 － 1 6

１６ 2 － － － － 2

１７ 4 － － － － 4

１８ 2 － － 7 － 9

１９ 3 － － － － 3

２０ 1 － － － － 1

２１ 3 － － － － 3

２２ － － － － － 0

２３ 3 － 1 － － 4

２４ 1 － － － － 1

２５ 3 － － － － 3

注） 前年からの繰越件数を含む件数である。



- 24 -

第４章 労働争議の調整

１ 概 況

平成２５年中に係属した調整事件は、繰越係属事件が１件、新規係属事件が１件であった。

繰越係属事件の調整区分はあっせんが１件で、申請者は組合であった。新規係属事件の調整

区分はあっせんが１件で、申請者は組合であった。業種は社会福祉事業及び廃棄物処理業・

その他生活関連サービス業であった。

平成２５年中に終結したものは２件で、終結区分は解決であった。

調整事項は、１件が団体交渉の促進及び職場環境の改善に関するもの、１件が団体交渉の

促進及び事業所別不平等処遇の改善であった。

２ 事件一覧

番 申請月日 開始 終結日 調整
事 件 名 調整区分 調 整 事 項 調整員

号 申 請 者 月日 区 分 回数

１ Ｘ争議 あっせん (H24)11.22 団体交渉の促進 (H24) 2.17 ３ (公)太田

組合 職場環境の改善 11.30 解決 (労)本川

(使)江尻

２ Ｙ争議 あっせん 1.28 団体交渉の促進 1.29 7. 5 ４ (公)河本

組合 事業所別不平等 解決 (労)小椋

処遇の改善 (使)宮城

３ 取扱事件概要

（１）平成２４年（調）第３号

Ｘ争議あっせん事件

申 請 者 Ｘ労働組合

被 申 請 者 Ｘ

業 種 社会福祉事業 従業員数 ５６名

開 始 事 由 組合申請

申 請 月 日 （平成２４年）１１月２２日

開 始 月 日 （平成２４年）１１月３０日

終 結 月 日 ２月１７日

終 結 事 由 解決 調整回数 ３回 所要日数 ８８日

あっせん員 （公）太田正志 （労）本川博孝 （使）江尻敏美

ア 調整事項

団体交渉の促進（職員の年間休日及び組織再編）

職場環境の改善
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イ 労使の主張

（ア）組合の主張

懸案事項について再三の団体交渉の申入れにもかかわらず、使用者は団体交渉に

応じない。

使用者のパワーハラスメント行為を改め、職場環境の改善を図りたい。

（イ）使用者の主張

団体交渉を行おうと努力している。しかし、組合と団体交渉のルールが整備され

ていないため、進まないでいる。

パワーハラスメント行為があるとは認識していない。

ウ あっせんの経過

１２月２３日の第１回あっせんにおいて、調整事項におけるこれまでの団体交渉の経

過・方法等を労使双方に確認したところ、団体交渉に対する双方の認識に相違があった

ため、団体交渉ルールの合意形成を図る必要について助言した。

１月２０日の第２回あっせんにおいて、労働組合から提示された団体交渉ルール

（案）について、あっせん員立ち会いのもとに、労使双方による団体交渉（立ち会い団

交）を行い、団体交渉ルールの合意形成を促した。

２月１７日の第３回あっせんにおいて、第２回あっせんの立ち会い団交を踏まえ、団

体交渉ルール（案）について、再度立ち会い団交を行った結果、団体交渉ルールの合意

が見込めたので、団体交渉ルールの確認書を双方が締結するとともに、職場環境の改善

については、締結した団体交渉ルールの下に団体交渉を行い早急な解決を図る旨の下記

のあっせん案を提示したところ、双方受諾し事件は解決した。

あ っ せ ん 案

１ 申請者及び被申請者は、労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第２条及び第４

条の趣旨に基づき、双方が誠意をもって団体交渉を行い、解決に向けて格段の努力

をすること。

２ 申請者及び被申請者は、団体交渉のルールについて「確認書」のとおり平成２５

年２月１７日に双方合意し、同日付けで書面により記名・押印したこと。

３ 申請者及び被申請者は、本件調整事項のうち、職員の年間休日について、双方が

誠意をもって団体交渉を行い、合意を図ること。

４ 申請者及び被申請者は、本件調整事項のうち、組織再編及び職場環境の改善につ

いて、あっせん員が本件あっせんにおいて摘示した助言を考慮するとともに、「確

認書」により精力的に団体交渉を行うこと。

５ 上記３及び４の団体交渉については、平成２５年○月○日までに解決を図るもの
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とし、当該団体交渉によっても同日までに解決しないときは、申請者・被申請者の

いずれか一方は、相手方に通告の上、鳥取県労働委員会に対し、労働争議の調停を

申請することができるものとする。この場合、双方は、本項の規定が労働協約とし

ての効力を有することを確認するとともに、誠意をもって調停に臨むものものとす

る。

（２）平成２５年（調）第１号

Ｙ争議あっせん事件

申 請 者 Ｙ労働組合

被 申 請 者 Ｙ

業 種 廃棄物処理業・その他生活関連サービス業 従業員数 ３４名

開 始 事 由 組合申請

申 請 月 日 １月２８日

開 始 月 日 １月２９日

終 結 月 日 ７月 ５日

終 結 事 由 解決 調整回数 ４回 所要日数 １５８日

あっせん員 （公）河本充弘 （労）小椋昌美 （使）宮城定幸

ア 調整事項

団体交渉の促進

事業所別不平等処遇の改善

イ 労使の主張

（ア）組合の主張

団体交渉を申し入れたにもかかわらず、使用者は業務多忙を理由として応じないの

で、誠実に交渉についてほしい。

特に、休日、休憩時間の取扱が事業所ごとに異なり、不平等なので是正について交

渉に応じてほしい。

（イ）使用者の主張

業務多忙が続いているためであり、団体交渉を意図的に延ばしている訳ではない。

休日、休憩時間の取扱いについて、事業所ごとの不平等の処遇にあるという認識は

持っていない。しかし、各事業所は業務の性質がかなり異なっているので、その処遇

は今後個別に検討していきたい。

ウ あっせんの経過

３月７日の第１回あっせんにおいて、今回の調整事項に係るこれまでの団体交渉の経

過・方法及び休日・休憩時間の取扱等について、労使双方から主張を確認したところ、
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双方の認識に隔たりが見られたため、団体交渉についての共通認識や団体交渉ルールの

合意形成を図る必要が窺われた。

３月２５日の第２回あっせんにおいて、労働組合から提示された団体交渉ルール

（案）について、労使双方から意見聴取を行い、双方の主張を確認した。

４月１６日の第３回あっせんにおいて、団体交渉ルール（案）について、両当事者か

ら提出のあった意見書をもとに改めて意見聴取し、適宜助言を与えた上で、あっせん員

から両当事者に団体交渉ルールについての考え方を提案し、再検討を求めた。

４月３０日の第４回あっせんにおいて、あっせん員が前回のあっせんで示した「あっ

せん員の考え方」に対する意見聴取をするとともに適宜助言をし、その後双方個別に調

整した上で、労使双方にあっせん案を提示した。諾否の回答を双方に要請したところ、

後日、双方受諾し事件は解決した。

あ っ せ ん 案

１ 申請者及び被申請者は、労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第２条及び第４

条の趣旨に基づき、双方が誠意をもって団体交渉を行い、解決に向けて格段の努力を

すること。

２ 申請者及び被申請者は、団体交渉のルールについて「確認書」のとおり合意したこ

とを確認する。

３ 申請者及び被申請者は、本件調整事項のうち、事業所別不平等処遇の改善に関する

事項について、「確認書」に基づき精力的に団体交渉を行うこと。

４ 上記３の団体交渉については、平成２５年○月末日までに解決を図るものとし、当

該団体交渉によっても同日までに解決しないときは、労働関係調整法第１８条第３号

の規定に基づき、申請者または被申請者は、相手方に通告の上、鳥取県労働委員会に

対し、労働争議の調停を申請することができることを確認する。
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第５章 労働争議の実情調査と

争議行為予告通知

１ 概 況
（１）労働争議の実情調査

労働委員会規則第６２条の２の規定に基づく新規の労働争議の実情調査件数は２３件で、
昨年より７件多かった。

調査開始事由は、労働関係調整法第３７条の規定による公益事業の争議行為予告通知に
基づくものが２３件であった。また調査の終結事由は、自主解決によるものが２２件、翌

年に繰越されたものが１件であった。

（２）争議行為予告通知

労働関係調整法第３７条の規定に基づく公益事業の争議行為予告通知の件数は２７件で、
昨年より２件少なかった。

予告通知者を業種別にみると、病院業が８件、航空業及び道路貨物業がそれぞれ５件、
陸上旅客業が４件、港湾業が３件、通信業が２件であった。

２ 労働争議実情調査一覧

番 交渉地 調 査 調 査
事 件 名 (市町 調 査 事 項 開 始 終 結 終結事由

号 村) 月 日 月 日

１ 日ノ丸西濃運輸争議（建交労） 鳥取市 賃 上 げ 等 2.26 4. 5 解 決

２ 因伯通運争議（建交労） 鳥取市 賃 上 げ 等 2.26 5.17 解 決

３ 鳥 取 医 療 生 協 争 議 鳥取市 一 時 金 等 2.26 5.17 解 決

４ 医師会立三朝温泉病院争議 三朝町 一 時 金 等 2.26 5.17 解 決

５ 因伯通運争議（運輸労連） 鳥取市 賃 上 げ 等 3.10 5.17 解 決

６ 境 港 海 陸 運 送 争 議 境港市 賃 上 げ 等 3.12 4. 8 解 決

７ 日 ノ 丸 自 動 車 争 議 鳥取市 賃 上 げ 等 3.12 4. 8 解 決

８ 済生会境港総合病院争議 境港市 賃 上 げ 等 3.21 3.21 解 決

９ 済生会境港総合病院争議 境港市 夏季一時金等 5.17 5.17 解 決

10 山 陰 労 災 病 院 病 院 争 議 米子市 夏季一時金等 5.17 5.17 解 決

11 境 港 海 陸 運 送 争 議 境港市 夏 季 一 時 金 6. 7 6.21 解 決

12 因伯通運争議（運輸労連） 鳥取市 一 時 金 等 6. 7 7.19 解 決

13 鳥 取 医 療 生 協 争 議 鳥取市 賃 上 げ 等 10.11 12. 4 解 決

14 メディコープとっとり争議 鳥取市 賃 上 げ 等 10.11 12. 4 解 決

15 医師会立三朝温泉病院争議 三朝町 賃 上 げ 等 10.11 12. 4 解 決

16 米 子 医 療 生 協 争 議 米子市 賃 上 げ 等 10.11 12.24 解 決

17 済生会境港総合病院争議 境港市 年末一時金等 10.18 12. 6 解 決

18 因伯通運争議（建交労） 鳥取市 年末一時金等 10.29 12. 4 解 決

19 日ノ丸西濃運輸争議（建交労） 鳥取市 年末一時金等 10.29 継 続

20 境 港 海 陸 運 送 争 議 境港市 年末一時金等 11. 8 11.22 解 決

21 因伯通運争議（運輸労連） 鳥取市 年末一時金等 11. 8 12. 4 解 決

22 山 陰 労 災 病 院 病 院 争 議 米子市 年末一時金等 11.11 11.11 解 決

23 日 ノ 丸 自 動 車 争 議 鳥取市 労使協議の設置等 11.18 12. 6 解 決
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３ 争議行為予告通知一覧

通 知 者
番 受 付 交渉事項 受 付 争 議 備 考

所在地 行 為
号 名 称 (都道 労 委 月 日 予 告

府県) 月 日

１ ＡＮＡグループ 福 岡 福 岡 安全運航等 1.17 2. 1
乗 員 組 合

２ 国 鉄 労 働 組 合 東 京 中労委 賃 上 げ 等 2.18 3. 1 西日本米子地方
本部（国労）

３ 全日本建設交運 東 京 中労委 春季及び夏 2.21 3. 7 因伯通運分会
一 般 労 働 組 合 季一時金等 日ノ丸西濃運輸

分会

４ 鳥 取 県 医 療 鳥 取 鳥 取 春闘統一要 2.26 3.14 鳥取医療生協労
労働組合連合会 求 働組合・メディ

コープとっとり
労働組合・三朝
温泉病院労働組
合・米子医療生
協労働組合

５ エヌ・ティ・ティ 東 京 中労委 特別手当等 2.26 3.11
労 働 組 合

６ 全日本建設交運 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3. 1 3.14 西日本米子地方
一 般 労 働 組 合 本部（建交労鉄
全 国 鉄 道 本 部 道）

７ 全 国 労 災 病 院 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3. 1 3.14 山陰労災支部
労 働 組 合

８ 全日本運輸産業 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3. 1 3.15 因伯通運労働組
労働組合連合会 合

９ ＡＮＡグループ 福 岡 福 岡 純粋持ち株 3. 1 3.18
乗 員 組 合 会社化に関

する要求等

10 日本私鉄労働組合 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3. 6 3.17 日ノ丸自動車支
総 連 合 会 部

11 全日本港湾労働組合 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3. 8 3.19 境港支部

12 情報産業労働組合 東 京 中労委 業績賞与等 3.11 3.22
連合会ＫＤＤＩ
労 働 組 合

13 全 済 生 会 東 京 中労委 賃 上 げ 等 3.21 4. 1 境港病院支部
労 働 組 合
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通 知 者
番 受 付 交渉事項 受 付 争 議 備 考

所在地 行 為
号 名 称 (都道 労 委 月 日 予 告

府県) 月 日

14 全 済 生 会 東 京 中労委 夏季一時金 5. 8 5.21 境港病院支部
労 働 組 合 等

15 日本トランスオーシャン 沖 縄 沖 縄 人事賃金制 5.17 5.29
航 空 乗 員 組 合 度の撤回等

16 全 国 労 災 病 院 東 京 中労委 夏季一時金 5.17 5.31 山陰労災支部
労 働 組 合 等

17 全日本運輸産業 東 京 中労委 一 時 金 等 5.31 6.14 因伯通運労働組
労働組合連合会 合

18 全日本港湾労働組合 新 潟 新 潟 夏季一時金 6. 3 6.20 境港支部
日本海地方本部 等

19 全 済 生 会 東 京 中労委 年末一時金 10. 7 10.18 境港病院支部
労 働 組 合 等

20 ＡＮＡグループ 福 岡 福 岡 安全運行等 10. 9 11. 1
乗 員 組 合

21 鳥 取 県 医 療 鳥 取 鳥 取 秋闘統一要 10.11 11. 7 鳥取医療生協労
労働組合連合会 求 働組合・メディ

コープとっとり
労働組合・三朝
温泉病院労働組
合・米子医療生
協労働組合

22 ＡＮＡ乗員組合 東 京 福 岡 キャリアパ 10.17 11. 1
スに関する
要求等

23 全日本建設交運 東 京 中労委 年末一時金 10.23 11. 6 因伯通運分会
一 般 労 働 組 合 日ノ丸西濃運輸

分会

24 全 国 労 災 病 院 東 京 中労委 年末一時金 10.28 11. 8 山陰労災支部
労 働 組 合 等

25 全日本港湾労働組合 新 潟 新 潟 冬季一時金 10.28 11.19 境港支部
日本海地方本部 等

26 全日本運輸産業 東 京 中労委 年末一時金 11. 1 11.15 因伯通運労働組
労働組合連合会 等 合

27 日本私鉄労働組合 東 京 中労委 労使協議の 11.15 11.27 日ノ丸自動車支
総 連 合 会 設置等 部
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第６章 個別労働関係紛争の相談・あっせん

１ 労働相談

（１）対応状況

労働相談会における労働相談を含め、平成２５年における対応状況は以下のとおりである。

相 談 内 容 （重複集計） 〔回〕
件 数

経営又は 賃金等 労働条件等 職場の その他
（重複集計） 人事 (未払い等) (勤務時間等） 人間関係

(解雇等) (嫌がらせ等)

２４９ ６９ ４３ ６６ ４３ ２８

対 応 状 況 （実 数） 〔件〕
件 数

助 言 法令の説明 あっせん 他機関紹介
（実数集計） 制度説明

１６７ １０５ ３ ２１ ３８

（相談会20件を含む）

（２）定期相談会

労働委員会の労働相談をＰＲして「労使ネットとっとり」の周知を図るとともに、平日

における高度専門的な相談を希望する県民等に配慮し、労働問題に詳しい労働委員会の公

労使の委員各１名が３名１組で直接助言を行う定期労働相談会を開催した。

実施日 相 談 応 対 者

１月 ９日(水) (公)石黒委員、(労)五十嵐委員、(使)稲井委員

２月１３日(水) (公)濱田委員、(労)本川委員、(使)和田委員

４月１０日（水） (公)吉谷委員、(労)安養寺委員、(使)宮城委員

７月１０日（水） (公)三谷委員、(労)五十嵐委員、(使)江尻委員

８月 ７日（水） (公)太田会長、(労)本川委員、(使)稲井委員

９月１１日（水） (公)石黒委員、(労)安養寺委員、(使)和田委員

１１月１３日（水） (公)濱田代理、(労)池内委員、(使)奧村委員

１２月１１日（水） (公)吉谷委員、(労)小椋委員、(使)宮城委員

※原則、毎月１回（但し、休日合同労働相談会を開催する月は除く）、毎週第２水曜
日（定例総会終了後）の午後３時３０分～５時に、前日までの予約制により開催。
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（３）関係機関による休日合同労働相談会の開催（年３回、３地区一斉開催）

労働委員会の労働相談をＰＲして「労使ネットとっとり」の周知を図るとともに、平日

における相談が困難な県民等に配慮し、労働問題に詳しい労働委員会の委員が直接助言を

行う休日労働相談会を開催した。なお、開催にあたってはいずれも県中小企業労働相談所

（みなくる鳥取・倉吉・米子）、日本司法支援センター鳥取地方事務所（法テラス鳥取）、

鳥取労働局、社会保険労務士会及び鳥取県弁護士会と共催した。

ア ３月

東 日 時 平成２５年３月１０日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 鳥取市高齢者福祉センター（鳥取市富安）

部 相談対応者 (労)安養寺委員、(使)和田委員

中 日 時 平成２５年３月１０日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 県立倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町）

部 相談対応者 (公)濱田委員、(労)本川委員

西 日 時 平成２５年３月１０日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 米子市福祉保健総合センターふれあいの里（米子市錦町１丁目）

部 相談対応者 (公)太田会長、(使)奥村委員

イ ６月 【島根県と共同開催】

東 日 時 平成２５年６月２３日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 鳥取市高齢者福祉センター（鳥取市富安）

部 相談対応者 (公)吉谷委員、(労)池内委員

中 日 時 平成２５年６月２３日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 倉吉体育文化会館（倉吉市山根）

部 相談対応者 (労)小椋委員、(使)和田委員

西 日 時 平成２５年６月２３日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 県立米子産業体育館（米子市東福原）

部 相談対応者 (公)石黒委員、(使)奧村委員

（参 考）

島根県労働委員会の相談会：平成２５年６月２３日（日） 浜田市内で実施

ウ １０月 【島根県と共同開催】

東 日 時 平成２５年１０月２７日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 鳥取市文化センター（鳥取市吉方）

部 相談対応者 (公)三谷委員、(労)安養寺委員
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中 日 時 平成２５年１０月２７日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 県立倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町）

部 相談対応者 (労)本川委員、(使)和田委員

西 日 時 平成２５年１０月２７日（日） 午前１０時から午後３時まで

会 場 米子商工会議所（米子市加茂町）

部 相談対応者 (公)石黒委員、(使)宮城委員

（参 考）

島根県労働委員会の相談会：平成２５年１０月２７日（日） 松江市内で実施

（４）１２時間労働相談（「労使ネットとっとり」労働相談週間事業）

労使ネットとっとりの相談フリーダイヤル（０１２０－７７－６０１０）にちなみ、そ

の周知・ＰＲを図るため、６月１０日を「労使ネットとっとり」労働相談の日と称して、

当該１週間について１２時間の相談対応を行った。

12 日 時 平成２５年６月１０日（月）から６月１４日（金）まで
午前８時から午後８時までの１２時間

時
会 場 労使ネットとっとり（県庁第二庁舎７階 労働委員会事務局内）

間
相談対応者 事務局職員

２ 個別労働関係紛争あっせん事件
平成２５年中の新規申請は２１件で、すべて労働者からの申請であり、終結が１９件、次

年への繰越が２件であった。終結区分は解決７件、関与解決１件、取下げ６件、打切り５件

であった。

（１）取扱件数

取 扱 件 数 処 理 状 況

前年繰越 本年新規 計 本年終結 次年繰越

１４ 年 － １ １ １ －

１５ 年 － １２ １２ １２ －

１６ 年 － ９ ９ ９ －

１７ 年 － ９ ９ ９ －

１８ 年 － １７ １７ １７ －

１９ 年 － １９ １９ １７ ２

２０ 年 ２ １９ ２１ ２０ １

２１ 年 １ ３４ ３５ ３５ －

２２ 年 － ２２ ２２ ２０ ２
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２３ 年 ２ ２３ ２５ ２３ ２

２４ 年 ２ ３５ ３７ ３３ ４

２５ 年 ４ ２１ ２５ ２３ ２

計 － ２２１ － ２１９ －

（２）申請区分

労 働 者 使 用 者 双 方 計

１４ 年 １ － － １

１５ 年 １２ － － １２

１６ 年 ９ － － ９

１７ 年 ９ － － ９

１８ 年 １７ － － １７

１９ 年 １９ － － １９

２０ 年 １９ － － １９

２１ 年 ３４ － － ３４

２２ 年 ２２ － － ２２

２３ 年 ２３ － － ２３

２４ 年 ３４ １ － ３５

２５ 年 ２１ － － ２１

計 ２２０ １ － ２２１

（注）当該年に新規受付した事件の申請区分による。

（３）あっせん内容区分 （重複集計）

経営又は人事 賃 金 等 労働条件等 職場の人間関係
その他(解雇等) (未払い等) (勤務時間等) (嫌がらせ等)

１４ 年 １ １ ０ ０ ０

１５ 年 ８ ８ ２ １ １

１６ 年 ３ ８ ３ ０ ３

１７ 年 ７ ６ １ １ ２

１８ 年 ８ ８ ５ ２ ３

１９ 年 １０ ７ ５ ０ ５

２０ 年 １４ ８ ２ ３ １

２１ 年 １８ １３ １２ ６ ２

２２ 年 １５ １１ ２ ５ ２

２３ 年 １７ ８ ６ ５ ２

２４ 年 ２３ ２１ １２ １８ ２

２５ 年 １４ ９ ５ ６ ０

計 １３８ １０８ ５５ ４７ ２３

（注）当該年に新規受付した事件のあっせん内容区分による。



- 35 -

（４）終結処理区分

終 結 区 分

係属中解 決 取 下 げ 取 下 げ 打 切 り 不 開 始
(関与解決)

１４年 件 数 １ －

( １件) 構成比 １００％ －

１５年 件 数 ５ ２ １ ４ －

(１２件) 構成比 ４２％ １７％ ８％ ３３％ －

１６年 件 数 ６ １ ２ －

( ９件) 構成比 ６７％ １１％ ２２％ －

１７年 件 数 ５ １ ３ －

( ９件) 構成比 ５６％ １１％ ３３％ －

１８年 件 数 １０ １ ６ －

(１７件) 構成比 ５９％ ６％ ３５％ －

１９年 件 数 ７ ３ ３ ３ ３ －

（１９件） 構成比 ３６％ １６％ １６％ １６％ １６％ －

２０年 件 数 １２ １ ３ ３ －

（１９件） 構成比 ６３％ ５％ １６％ １６％ －

２１年 件 数 １７ ３ ４ １０ －

（３４件） 構成比 ５０％ ９％ １２％ ２９％ －

２２年 件 数 １１ ２ ８ １ －

（２２件） 構成比 ５０％ ９％ ３６％ ５％ －

２３年 件 数 １２ ３ ４ ４ －

（２３件） 構成比 ５３％ １３％ １７％ １７％ －

２４年 件 数 ２１ ４ ４ ５ １ －

（３５件） 構成比 ６０％ １１％ １１％ １５％ ３％ －

２５年 件 数 ７ １ ６ ５ ２

（１９件） 構成比 ３７％ ５％ ３２％ ２６％ －

計 件 数 １１３ １９ ２１ ４８ １８ ２

（219件） 構成比 ５２％ ９％ ９％ ２２％ ８％ －

（注）当該年に新規受付した事件の終結処理区分による。

（５）あっせん事件一覧

事件 申請日 開 終 結 日 あっ 処理

あっせん事項 始 せん あっせん員

番号 申請者 日 終結区分 回数 日数

24-32 H24 謝罪及び損害賠償 H24 2.6 ２回 69日 (公)竹本

11.30 の請求 12.12 解 決 (労)小椋

労働者 (使)宮城

24-33 H24 未払賃金の請求 H24 2.7 ３回 70日 (公)石黒

11.30 12.12 打切り (労)松崎

労働者 (使)奥村

24-34 H24 未払賃金の請求 H24 2.7 ３回 70日 (公)石黒

11.30 12.12 打切り (労)松崎

労働者 (使)奥村
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事件 申請日 開 終 結 日 あっ 処理

あっせん事項 始 せん あっせん員

番号 申請者 日 終結区分 回数 日数

24-35 H24 解雇に対する話合 H24 1.29 ２回 54日 (公)河本

12.7 い 12.12 打切り (労)安養寺

労働者 (使)和田

25-1 1.17 配置転換に関する － 1.18 － 2日 －

労働者 話合い 取下げ

25-2 2.5 契約期間途中の解 2.13 3.13 － 37日 (公)石黒

労働者 雇 打切り (労)安養寺

(使)江尻

25-3 2.7 解雇に対する話合 2.13 3.19 － 41日 (公)太田

労働者 い 取下げ (労)五十嵐

(使)奥村

25-4 3.29 賃金の減額につい － 4. 8 － 11日 －

労働者 て 取下げ

25-5 4.10 精神的苦痛に対す 4.10 4.24 － 15日 (公)吉谷

労働者 る慰謝料の請求 打切り (労)池内

(使)和田

25-6 4.19 解雇に関する話合 4.24 5.10 １回 22日 (公)松田

労働者 い 解 決 (労)本川

(使)稲井

25-7 5.27 転勤拒否による不 － 6.17 － 22日 －

労働者 当解雇 取下げ

25-8 5.30 未払賃金の請求 5.31 7. 3 １回 35日 (公)太田

労働者 解 決 (公)三谷

(労)若槻

(使)稲井

25-9 5.30 退職に関する話合 5.31 6.25 １回 27日 (公)三谷

労働者 い 打切り (公)竹本

(労)安養寺

(使)宮城

25-10 6.6 未払賃金の請求 － 6.14 － 9日 －

労働者 取下げ

25-11 6.23 配置転換に関する 7. 2 9.17 － 87日 (公)吉谷

労働者 話合い 打切り (労)池内

(使)和田

25-12 7.19 離職に関する話合 7.24 8.12 － 25日 (公)石黒

労働者 い 関与解決 (労)松崎

(使)江尻
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事件 申請日 開 終 結 日 あっ 処理

あっせん事項 始 せん あっせん員

番号 申請者 日 終結区分 回数 日数

25-13 8.19 離職理由の変更 8.19 8.28 １回 10日 (公)三谷

労働者 解 決 (公)竹本

(労)五十嵐

(使)宮城

25-14 8.22 離職に関する話合 8.28 9. 9 １回 19日 (公)太田

労働者 い 解 決 (労)松崎

(使)江尻

25-15 10.7 車両修理代の取扱 10. 9 11.12 ２回 37日 (公)三谷

労働者 いについての話合 解 決 (労)五十嵐

い (使)和田

25-16 10.22 従来の労働時間と 10.23 12. 2 ３回 42日 (公)吉谷

労働者 日数で働き続けた 解 決 (労)安養寺

い (使)宮城

25-17 10.28 業務内容について 11. 1 12.24 ２回 58日 (公)石黒

労働者 の話合い 解 決 (労)本川

(使)江尻

25-18 10.28 離職に関する話合 10.30 11.21 － 25日 (公)太田

労働者 い 打切り (労)松崎

(使)奥村

25-19 10.31 休職に関する話合 11. 1 12. 5 － 36日 (公)太田

労働者 い 取下げ (労)小椋

(使)宮城

25-20 11.19 復職に対する環境 11.27 次年繰越 (公)石黒

労働者 改善 (労)池内

(使)奧村

25-21 12.25 退職に伴う損害賠 次年繰越 (公)濱田

労働者 償の請求 (労)五十嵐

(使)宮城


